
海上交通低炭素化促進事業費補助金実施要領 

 

                 平成２２年２月２３日  国海内第１０１号 

                   平成２２年３月３１日改正  国海内第１１７号 

                   平成２２年５月３１日改正  国海内第 １６号 

                   平成２２年８月３１日改正  国海内第 ４２号 

                  平成２２年１１月２９日改正  国海内第 ８７号 

平成２３年１月２８日改正  国海内第１２０号 

平成２３年５月１６日改正  国海内第 １７号 

平成２４年３月１４日改正 国海内第１１５号 

平成２４年５月２９日改正 国海内第 １６号 

（改正）平成２５年６月７日改正 国海内第 ２１号 

 

 

この実施要領は、海上交通低炭素化促進事業費補助金交付要綱（平成２２年２月２３日付

国海内第１００号、以下「補助要綱」という。）に定める海上交通低炭素化促進事業費補助

金の交付に当たって必要な事項を定める。 

 

１．事業区分等 

（１）低炭素化改造等事業（平成２１年度第二次補正予算枠：約４０億円、平成２３年度当

初予算枠：約４.５億円、平成２４年度当初予算枠：約２．６億円、平成２５年度当

初予算枠：約２．６億円） 

（２）低炭素型中古船舶代替事業（平成２１年度第二次補正予算枠：約１０億円） 

（３）内航海運船舶関連輸送機器導入促進事業（平成２２年度補正予算枠：約４.９億円、

平成２４年度当初予算枠：０．８億円） 

 

２．補助金の交付申請（補助要綱第５条） 

（１）交付申請書（様式第１） 

①導入設備等別紙（事業計画） 

   ・「補助対象設備等」とは、建造中又は建造予定の船舶以外に設置等する設備等をい

う。 

 ・「価格」とは、補助対象設備の価格（消費税を控除した価格。ただし、消費税につ

いて一部又は全部について仕入控除を行うことができない場合は、その旨を記した

理由書を提出する）をいう。 

 ・「作業費等」とは、工賃、送料、設計費等の費用（消費税を控除した費用。ただし、

消費税について一部又は全部について仕入控除を行うことができない場合は、その
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旨を記した理由書を提出する）をいう。 

 ・「売却額」とは、対象設備の交換等により、既存設備を売却した際の額をいう。 

 ・「補助金額」とは、合計の２分の１を限度とする（１円未満切り捨て）。 

・「燃料消費等低減効果」とは、改造等による燃料低減率（％）又は燃料低減量（㍑）

の省エネ効果をいう（カタログ等のスペックを参照）。 

 なお、低減量については１年間に換算すること。 

（換算方法として、原則、前年度、前年又は直近１年間の実績を基に算出） 

②補助対象経費 

 ・別紙事業計画の価格及び作業費等の合計から、売却額又は見込額を差し引いた額を

記入すること。 

③補助金交付申請額 

 ・上記②補助対象経費の３分の１又は２分の１の額を記入すること（１円未満切り捨

て）。  

④補助対象船舶 

 ・「進水の日から申請時点までの年数」とは、第１２次公募においては、進水年月か

ら起算して平成２５年３月末時点までの年月のうち月数を切り捨てたものとする。 

⑤添付書類 

 ア「補助対象経費に係る見積書等の写し」とは、以下のものとする。 

・補助対象設備等及び作業費等の見積書の写し。 

・既存設備等を売却する場合は、売却額を確認できる書類。 

 イ「保有船舶に関わる事項に該当する場合はそれを証する書類」とは、代表例が以下

のもので、必要な物を添付すること。 

・申請時以前の過去４カ年の航路損益計算書 

・申請時以前の過去４カ年の損益計算書 

・申請時以前の過去４カ年の運航実績報告書 

 （注）上記関係書類については、２４年から過去４カ年分の数値がわかるも

のを添付することを原則とするが、申請時点で決算等が確定していない

場合にあっては２３年から過去４カ年分の数値がわかるものを添付する

こととする。 

・保有船舶が離島航路に就航していることがわかる書類（一般旅客定期航路事

業の許可書の写し等） 

ウ「その他参考となる書類」とは、以下のものとする。 

・事業計画の燃料消費等低減効果を確認できる書類（カタログ等）。 

・低摩擦型船底塗料の塗装工事については、前回入出渠時期、前回塗装仕様（塗装

仕様期間も明記したもの）、今回塗装仕様（塗装仕様期間及び下地処理を明記し

たもの。ただし、水線部及び外舷部は記載しないこと。）及び今回塗装使用予定

数量を明記した塗装仕様書（塗装仕様には、塗装箇所、面積、仕様塗料名、膜厚、
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塗装回数等を明記）。 

・２社以上の共有船にあっては、共有比率を証する「登録事項証明書」の写し。 

 （ただし、（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構との間の２社共有を除く。） 

・「海上交通低炭素化促進事業費補助金振込口座登録書」。 

 低摩擦型船底塗料の塗装工事については、共有事業者の申し立てにより、代表事

業者の口座を登録することができる。 

 

＜過去４カ年の航路損益計算書サンプル＞ 

（単位：千円）

（  年  月～  

年  月） 

（  年  月～  

年  月） 

（  年  月～  

年  月） 

（  年  月～  

年  月） 決算期 

   対前年比  対前年比   対前年比 

営業収益             

運航収益             

              その他の収益 

            営業収益合計 

営業

費用 
              

運航費             

船費             

航路付属

施設費 
            

  

            一般管理費 

            その他の費用 

            営業費用合計 

営業損益             

 ＜過去４カ年の運航実績報告書サンプル＞ 

（単位：人）

  旅客輸送人員 

    対前年比 

  年  月～  年  月     

  年  月～  年  月     

  年  月～  年  月     

  年  月～  年  月     

（単位：台）
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  自動車航送台数 

    対前年比 

  年  月～  年  月     

  年  月～  年  月     

  年  月～  年  月     

  年  月～  年  月     

 

（２）交付申請書（様式第２） 

  ①補助対象船舶（事業計画） 

   ・共有船の場合は、「船舶所有者」の欄に、全ての所有者を明記すること。 

    被代替船舶が共有船の場合、代替船舶の共有比率は、同社同率とすること。 

・「燃料消費等低減効果」とは、船舶の代替に伴う燃料消費率の低減（％）又は燃料

消費量の低減（㍑）が図られているものをいう（カタログ等のスペックを参照）。 

 なお、低減量については１年間に換算すること。 

（換算方法として、原則、平成２０年度、平成２１年又は直近１年間の実績を基に算出） 

②補助対象経費 

 ・事業計画の代替船舶の売買予定価格から被代替舶船の売買予定価格を差し引いた額

を記入すること。 

③補助金交付申請額 

 ・上記②補助対象経費の２分の１の額を記入すること（１円未満切り捨て）。 

④添付書類 

 ア「補助対象経費に係る見積書」とは、以下のものとする。 

・対象船舶の売買予定価格のわかる見積書の写し等。 

 イ「低炭素型中古船舶適合船舶であることを証する書類」とは、以下のものとする。 

・船舶検査証書等の写し。 

 ウ「その他参考となる書類」とは、以下のものとする。 

・燃料消費率においては、燃料消費等低減効果を確認できる書類（完成図書の主機

関仕様書、カタログ等）。 

・燃料消費量においては、実測値を引用した積算データ等。 

・２社以上の共有船にあっては、共有比率を証する「登録事項証明書」の写し。 

 （ただし、（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構との間の２社共有を除く。） 

・「海上交通低炭素化促進事業費補助金振込口座登録書」。 

  

（３）交付申請書（様式第３） 

①導入輸送機器等別紙（事業計画） 

   ・「導入予定の輸送機器」とは、被けん引自動車（セミトレーラ（前車軸を有しない
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もの）、フルトレーラ）をいう。 

 ・「価格」とは、補助対象輸送機器の価格（消費税を控除した価格。ただし、消費税

について一部又は全部について仕入控除を行うことができない場合は、その旨を記

した理由書を提出すること。）をいう。 

 ・「海上輸送に係る被けん引自動車 1 台当たりの年間輸送量（トンキロ）見込み」とは、貨

物輸送計画を 1 年間実行した場合の海上輸送におけるトレーラ 1 台当たりの輸送活動

量をいう。 

  ＊年間貨物輸送量見込み（トン）×航路距離（㎞）／被けん引自動車台数（台） 

・「海上輸送による CO2 排出削減効果（見込み）／年」とは、貨物輸送計画を１年間

実行した場合の陸上輸送と海上輸送を比較した CO2 の排出削減量を見込むこと。計

算に当たり統一的なトラック及び船舶の排出原単位を使用すること。 

②補助対象経費 

 ・別紙事業計画の合計額 

③補助金交付申請額 

 ・上記②補助対象経費の４分の１の額を記入すること（１円未満切り捨て）。 

④添付書類 

 ア「補助対象経費に係る見積書」とは、以下のものとする。 

・補助対象輸送機器の見積書の写し 

 イ「貨物輸送計画」とは、以下のものとする。 

  ・別添様式１により運航事業者、トラック運送事業者並びに荷主又は荷主の委託を

受けた物流事業者の３者の連名により作成すること。 

ウ「その他参考となる書類」とは、以下のものとする。 

・補助対象輸送機器の概要・価格がわかるカタログ等（仕様書、図面で可）及び補

助要綱別表第３中、補助対象輸送機器欄に掲げる構造を有することがわかるもの

（メーカーの説明資料等） 

・「海上輸送による CO2 削減効果（見込み）／年」の算出内訳（別添様式２による） 

・「海上交通低炭素化促進事業費補助金振込口座登録書」 
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海上交通低炭素化促進事業費補助金 
振込口座登録書 

 
 
 海上交通低炭素化促進事業費補助金の申請にあたり、下記の口座を登録します。 
 
 

記  

  
 １．事業者名 

 

 ２．受  取  人 
   （ 口座 名義 ）  

  ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  

  住  所  (〒  －   ) 

  ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  

  口座名義  

 ３．振込先金融機関 
   及び支店名 

               銀    行 
               信用金庫              支店
         そ の 他 
              （その他：             ） 

 ４．預 金 種 別           当座預金       普通預金 

 ５．口 座 番 号  
 

（注）１．上記２．以下の各欄は、通帳を確認のうえ、通帳の記載どおり確実に記 
入すること。 

      ２．上記３．は、金融機関名を記入のうえ、銀行・信用金庫・その他のいず 
れかに○をつけること。なお、その他の場合にあっては、金融機関名（例：
○○市農業協同組合）を記入すること。 

３．上記４．は、当座預金・普通預金のいずれかに○をつけること。 

 

 

３．申請書の進達 

 ・地方運輸局長等は、申請書の内容を審査し、本省海事局内航課にすみやかに進達す

ること（審査する際には要綱別表の内容に合致すること）。 

 ・地方運輸局長等は、進達する場合、申請内容一覧表を作成し添付すること（同時に

メールにて一覧表を送付すること）。 

・申請のあった船舶の内航海運事業者情報システムの「船舶台帳」の写し及び「船舶

登録測度データベースシステムの原簿表示（所有者情報）」の写しを進達時に添付

すること。 
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・地方運輸局長等は、補助要綱別表の補助対象設備等に該当するか判断が難しい設備

に関しては、地方運輸局等海上安全環境部等船舶検査官に相談すること。 

 

 

４． 公募期間 

（低炭素化改造等事業） 

    第１次 平成２２年 ２月２３日から平成２２年 ４月３０日（延長） 

    第２次 平成２２年 ５月 ６日から平成２２年 ５月３１日 

    第３次 平成２２年 ８月 ２日から平成２２年 ８月３１日 

    第４次 平成２２年 ９月 １日から平成２２年 ９月３０日 

    第５次 平成２２年１０月 １日から平成２２年１０月２９日 

    第６次 平成２２年１１月 １日から平成２２年１１月３０日 

    第７次 平成２２年１２月 １日から平成２２年１２月１７日 

第８次  平成２３年 ５月１８日から平成２３年 ６月１７日 

第９次 平成２３年 ８月 １日から平成２３年 ８月３１日 

第 10 次 平成２４年 ４月 ２日から平成２４年 ５月 １日 

第 11 次 平成２４年 ６月 １日から平成２４年 ６月２９日 

第 12 次 平成２５年 ６月１０日から平成２５年 ７月 ９日 

なお、第 12 次公募においては、本事業による交付決定の取消し又は廃止承認を

受けたことのある者については、公募対象外とする。 

また、事業開始予定日については、５．交付の決定及び通知（１）交付の決定

（様式第４）、事業完了予定日については、１１．実績報告（様式第１５）を参照

すること。 

（低炭素型中古船舶代替事業） 

    第１次 平成２２年 ２月２３日から平成２２年 ４月３０日（延長） 

    第２次 平成２２年 ５月 ６日から平成２２年 ５月３１日 

        随 時 平成２２年 ６月 １日から平成２３年 ２月２８日 

（注）当該事業については、公募を終了する。 

（内航海運船舶関連輸送機器導入促進事業） 

第１次 平成２３年 ２月 １日から平成２３年 ２月２８日 

第２次 平成２４年 ４月 ２日から平成２４年 ５月 １日 

    （注）当該事業については、公募を終了する。 

 

５．交付の決定及び通知 

（１）交付の決定（様式第４・第５・第６） 

  ・補助要綱第６条に基づき、本省海事局内航課において、審査・交付の決定を行い、
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地方運輸局長等あてすみやかに通知する。なお、（独）鉄道建設・運輸施設整備支

援機構との間の２社共有を除き、連名申請を行った共有者各々に対して交付決定を

行い、通知するものとする。ただし、申し立てにより、代表事業者の口座登録を行

った場合はこの限りでない。 

  ・なお、交付決定時期は、原則として公募終了から概ね 1ヶ月後になる見込みであり、

また、交付決定前の事業着手は認められないことから、公募終了 1ヶ月後より前を

事業開始予定日とする交付申請については、交付決定が行えないことがあるので留

意すること。 

  ・他の類似の補助金との重複は認めない。 

（２）交付決定通知書（様式第７・第８・第９） 

  ・補助要綱第６条第３項に基づき、地方運輸局長等は、大臣から通知は受けたときは、

補助金の交付を申請した補助対象事業者に交付決定の内容等をすみやかに通知す

るともに、その写しを本省海事局内航課にすみやかに送付すること。 

   

６．交付申請の取下げ（様式第１０） 

  ・補助要綱第７条による。 

  ・取り下げる場合は、交付決定通知の日から２０日以内に提出すること。 

  ・「補助対象事業」とは、低炭素化改造等事業、低炭素型中古船舶代替事業又は内航

海運船舶関連輸送機器導入促進事業を記入すること。 

・地方運輸局長等は、届出書を受けた場合は、届出書を本省海事局内航課にすみやか

に提出すること。 

 

７．補助対象事業の計画変更の申請（様式第１１） 

  ・補助要綱第８条により、事業計画を変更しようとする場合は地方運輸局長等にすみ

やかに申請するものとすること。 

  ・「補助対象事業」とは、低炭素化改造等事業、低炭素型中古船舶代替事業又は内航

海運船舶関連輸送機器導入促進事業を記入すること。 

  ・地方運輸局長等は、事業者から変更承認申請書を受けた場合は、内容を確認の上、

本省海事局内航課にすみやかに提出すること。 

  

８．補助対象事業の中止又は廃止の承認申請（様式第１２） 

  ・補助要綱第９条により、事業の中止（廃止）をする場合は、地方運輸局長等にすみ

やかに申請するものとすること。 

  ・「補助対象事業」とは、低炭素化改造等事業、低炭素型中古船舶代替事業又は内航

海運船舶関連輸送機器導入促進事業を記入すること。 

  ・その他の必要な書類とは、補助対象事業を中止（廃止）する理由を確認できる書類
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等。 

  ・地方運輸局長等は、事業者から事業中止（廃止）承認申請書を受けた場合は、内容

を確認の上、本省海事局内航課にすみやかに提出すること。 

 

９．事故報告（様式第１３） 

  ・補助要綱第１０条による。 

・「補助対象事業」とは、低炭素化改造等事業、低炭素型中古船舶代替事業又は内航

海運船舶関連輸送機器導入促進事業を記入すること。 

・地方運輸局長等は、事業者から報告を受けた場合は、内容を確認の上、報告書を本

省海事局内航課にすみやかに提出すること。 

      

１０．状況の報告（様式第１４） 

・補助要綱第１１条による。 

・「補助対象事業」とは、低炭素化改造等事業、低炭素型中古船舶代替事業又は内航

海運船舶関連輸送機器導入促進事業を記入すること。 

・「設備等の名称及び番号、船名又は補助対象輸送機器の名称及び番号」とは、低炭

素化改造等事業においては設備等の名称及び補助要綱別表第 1 における補助対象

設備等の番号、低炭素型中古船舶代替事業においては代替船舶の船名、内航海運船

舶関連輸送機器導入促進事業においては輸送機器の名称及び補助要綱別表第３に

おける補助対象輸送機器の番号を記入すること。 

・「実施額」について、補助要綱第５条第４項に基づき、原則税抜きの額で報告する

こと。 

  ・「添付書類」とは、工事途中の場合は工期予定表、工事完了の場合は完了通知等。 

  ・地方運輸局長等は、事業者から報告を受けた場合は、内容を確認の上、報告書を本

省海事局内航課にすみやかに提出すること。 

  

１１．実績報告（様式第１５） 

  ・補助要綱第１２条による。 

  ・事業完了予定日は、原則として平成２６年２月末日までのものとする。 

  ・地方運輸局長等は、事業者から報告を受けた場合は、内容を確認の上、報告書を本

省海事局内航課にすみやかに提出すること。（提出期限：平成２６年３月１４日本

省海事局内航課必着） 

（１）「補助対象事業」とは、低炭素化改造等事業、低炭素型中古船舶代替事業又は内航

海運船舶関連輸送機器導入促進事業を記入すること。  

（２）補助対象事業完了実績 

・「設備等の名称及び番号、船名又は補助対象輸送機器の名称及び番号」とは、低炭

9 
 



素化改造等事業においては設備等の名称及び補助要綱別表第 1 における補助対象

設備等の番号、低炭素型中古船舶代替事業においては代替船舶の船名、内航海運船

舶関連輸送機器導入促進事業においては輸送機器の名称及び補助要綱別表第３に

おける補助対象輸送機器の番号を記入すること。 

  ・「燃料消費等低減効果」とは、低炭素化改造等事業においては設備設置等の工事後

の低減効果を記入し、低炭素型中古船舶代替事業においては代替船舶の引き渡し後

の実績値による低減効果を記入すること。 

   「CO2 排出削減効果」とは、内航海運船舶関連輸送機器導入促進事業において貨物

輸送計画の一ヶ月の輸送実績に基づく CO2 の排出削減量を記入すること。 

・「実施額」について、補助要綱第５条第３項に基づき、原則税抜きの額で報告する

こと。 

（３）添付書類 

  ア「補助対象事業が完了したことを確認するに足りる書類」とは、以下のものとする。 

  【低炭素化改造等事業】 

   ・契約先からの補助対象設備導入工事完了が確認できる書類。 

 

  【低炭素型中古船舶代替事業】 

   ・船舶登記簿謄本の写し又は売買契約書、輸出申告書又は輸出許可書、船舶受渡書

の写し。 

 

   【内航海運船舶関連輸送機器導入促進事業】 

    ・自動車検査書の写し 

  イ「燃料消費等低減効果を確認するに足りる書類」とは、別紙の「低減効果計算書」

をいう。 
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別 紙  

「低減効果計算書」 
                                   

工事前燃料消費量 工事後燃料消費量 燃料消費等低減効果 

油 種 
設備等の名称 （Ａ重油、

Ｃ重油、
(％) 及び番号又は

船名 
備考 

軽油等） (ﾘｯﾄﾙ／年) 
 

① 

トンキロ又
は人キロ

② 

(ﾘｯﾄﾙ／年)
 

③ 

トンキロ又
は人キロ

④ 

(ﾘｯﾄﾙ) ①/②－③/④ 
 

 ①/② ①－③
×100 

         

         

         

        
計 

※燃料消費量は、1年間の消費量を記入（実績値が1年に満たない場合は1年間に換

算した値を記入）。 

 

  ウ「CO2 排出削減効果を確認するに足りる書類」とは、別添様式３の「CO2 排出削減

量計算書」をいう。 

 エ「補助対象経費の支払いを証する書類」とは、契約先からの領収書の写し。 

  オ「その他参考となる書類」とは、低炭素化改造等事業においては「補助対象設備導

入工事前と工事後の写真」、内航海運船舶関連輸送機器導入促進事業においては

別添様式４の「内航海運船舶関連輸送機器動静等報告」及び別添様式５の「補助

対象事業実施に伴う事業評価等報告書」。 

 

１２．補助金の額の確定及び通知 

（１）補助金の額の確定（様式第１６・第１７・第１８） 

  ・補助要綱第１３条に基づき、本省海事局内航課において、審査・補助金の額の確定

を行い、地方運輸局長等あてすみやかに通知する。 

  ・交付すべき補助金の額の確定については、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額

とする。 

    一 補助対象経費の実施額 

    二 補助金交付決定額 

（２）補助金の額の確定通知書（様式第１９．第２０．第２１） 

  ・補助要綱第１３条第２項に基づき、地方運輸局長等は、大臣から通知を受けたとき

は、実績報告書の提出のあった補助対象事業者に額の確定について通知するととも

に、その写しを本省海事局内航課にすみやかに送付すること。 

11 
 



12 
 

 

１３．補助金の請求（様式第２２） 

  ・事業者は、補助金の額の確定の通知をされたときは、地方運輸局長等へ補助金支払

請求書をすみやかに提出すること。 

  ・補助要綱第１４条に基づき、地方運輸局長等は、事業者から補助金支払請求書の 

提出があった場合、交付申請時に提出のあった「海上交通低炭素化促進事業費補助

金振込口座登録書」の内容と同一であることを確認の上、本省海事局内航課に補助

金支払請求書をすみやかに送付すること。 

 

１４．財産の管理等（様式第２３） 

  ・補助要綱第１５条により、海上交通低炭素化促進事業費補助金取得財産等管理台帳

の記載対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が５０万円を超える

設備等とする。 

  

１５．財産処分の制限等（様式第２４） 

  ・補助要綱第１６条による財産処分制限期間は、平成２２年５月１３日付け、国土交

通省告示第５０５号のとおり。 

  ・地方運輸局長等は、事業者から財産処分承認申請書の提出があった場合、内容を確

認の上、本省海事局内航課にすみやかに提出すること。 

  ・補助要綱第１６条第３項による承認基準は以下のとおり。 

  【低炭素化改造等事業】 

当該補助事業を終了してから、おおむね財産処分制限期間を経過し、かつ、当該

補助金の交付目的（燃料消費等低減効果）を達成したと認められる場合。 

・なお、低摩擦型船底塗料の塗装工事を実施した船舶の財産処分の制限等については、

当該補助金の交付目的に鑑み、塗装仕様期間を経過することを基本とし、かつ、当

該補助金の交付目的（燃料消費等低減効果）を達成したと認められる場合。 

 

１６．その他 

   ・地方運輸局長等は正本を本省海事局内航課に提出すること。 


